
 

 

社会福祉法人 清心福祉会 

 

特別養護老人ホーム 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご見学をご希望のかたは、事前に生活相談員までご連絡ください。 

また、ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡ください。 

TEL045-304-1181(代）受付時間 9 時～18 時 

 

 



 

 

◇ 法人概要 

 

名称・法人種別 社会福祉法人 清心福祉会 

理事長 高木 順一 

本部所在地 〒192-0012 東京都八王子市左入町 373 番地 1 

電話番号 電話番号 042-692-1121 /  ＦＡＸ O42-692-1152 

実施している事業 

1.通所介護事業所                     5 ヶ所 

2.介護老人福祉施設                   3 ヶ所 

3.短期入所生活介護事業所               3 ヶ所 

4.居宅介護支援事業所                  2 ヶ所 

5.地域包括支援センター                 3 ヶ所 

6.認知症対応型通所介護事業所            1 ヶ所 

7.高齢者見守り相談窓口事業所            1 ヶ所 

8.保育所                          21 ヶ所 

9.保育所分園                        1 ヶ所 

10.学童保育所                       4 ヶ所 

 

清心福祉会基本理念 

 

われわれ社会福祉法人清心福祉会職員は「敬天愛人」の言葉を仰ぎ、奉仕の精神、慈愛

の心を育み、天から与えられた役割を果たすべく、社会福祉事業で平和な社会に向けて

貢献していきます。 

 

敬天愛人・・・生きることに対して天に感謝する。 

       全ての人を平等に愛する。 

 

 

 

 

 



 

  

◇ 当施設の概要 

 

名称 特別養護老人ホーム ファミリーイン瀬谷 

所在地 〒246-0004 横浜市瀬谷区中屋敷 3 丁目 11 番地 1 

電話番号 電話番号 045-304-1181 /  ＦＡＸ 045-304-1256 

管理者  施設長  佐竹 剛 

定員 特養 130 名（空床 SS10 名）、通所 30 名、 短期 10 名 

 

◇ アクセス方法 

 

◆相鉄線瀬谷駅より徒歩１５分 

 海軍道路沿い「瀬谷西高校前」信号をすぎて１本目を右折 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜施設案内図＞ 

 

＜居室構成＞ 

 

特別養護老人ホームの定員は 130 名（130 床）です。全室個室で、10 名（10 床）でひと

つのユニットを構成し、１階に１ユニット、2階に 6ユニット、3階に 6ユニット、合計

13 ユニットでの構成をしています。 

短期入所生活介護施設（ショートステイ）も 10 名で１ユニットを構成し 

1 ユニットが 1階にございます。 

 
  

 

 

 



 

利用料金 

（１）基本料金（1 割負担分） 

   介護報酬による 1 割負担分の金額及び居住費、食費 

   （居住費、食費に関しては負担限度額の認定を受けている場合には認定証に記載されている負

担限度額とします。）     (1 ヶ月=30 日あたりの金額／円) 

要介護度 所得段階 
介護保険 

1 割負担 
居住費 食費 合計 

要介護５ 

第 1 段階 30,720 26,400 9,000 66,120 

第 2 段階 30,720 26,400 11,700 68,820 

第 3 段階① 30,720 41,100 19,500 91,320 

第 3 段階② 30,720 41,100 39,000 110,820 

第 4 段階 30,720 70,500 55,500 156,720 

要介護４ 

第 1 段階 28,550 26,400 9,000 63,950 

第 2 段階 28,550 26,400 11,700 66,650 

第 3 段階① 28,550 41,100 19,500 89,150 

第 3 段階② 28,550 41,100 39,000 108,650 

第 4 段階 28,550 70,500 55,500 154,550 

要介護３ 

第 1 段階 26,220 26,400 9,000 61,620 

第 2 段階 26,220 26,400 11,700 63,600 

第 3 段階① 26,220 41,100 19,500 86,100 

第 3 段階② 26,220 41,100 39,000 105,600 

第 4 段階 26,220 70,500 55,500 151,500 

要介護２ 

第 1 段階 23,820 26,400 9,000 59,220 

第 2 段階 23,820 26,400 11,700 61,920 

第 3 段階① 23,820 41,100 19,500 84,420 

第 3 段階② 23,820 41,100 39,000 103,920 

第 4 段階 23,820 70,500 55,500 149,820 

要介護１ 

第 1 段階 21,570 26,400 9,000 56,970 

第 2 段階 21,570 26,400 11,700 59,670 

第 3 段階① 21,570 41,100 19,500 82,170 

第 3 段階② 21,570 41,100 39,000 101,670 

第 4 段階 21,570 70,500 55,500 147,570 

   ※介護保険法に基づく厚生労働大臣が定める基準によるものとします。その他厚生労働大臣が定

める基準により加算が生じます。 

※１割の自己負担額について、合計額が一定の上限額を超えた場合には、超えた額が区市町村

に申請により払い戻される仕組み（高額介護サービス費）があります。 

※市町村で「社会福祉法人による利用者負担軽減確認証」を交付された方には、利用者負担軽

減があります。  

※介護職員等処遇改善加算(Ⅰ） 月額の総単位数に 14.0％を掛けたものに地域区分割合を掛け、 

     そこから 9 割を差し引いた金額をいただきます。    



 

（１）基本料金（2 割負担）  

   介護報酬による 2 割負担分の金額及び居住費、食費 

   （居住費、食費に関しては負担限度額の認定を受けている場合には認定証に記載されている負

担限度額とします。）     (1 ヶ月=30 日あたりの金額／円) 

要介護度 所得段階 
介護保険 

2 割負担 
居住費 食費 合計 

要介護度５ 第 4 段階 59,760 70,500 55,500 185,760 

要介護度４ 第 4 段階 57,000 70,500 55,500 183,000 

要介護度３ 第 4 段階 52,440 70,500 55,500 178,440 

要介護度２ 第 4 段階 47,610 70,500 55,500 173,610 

要介護度１ 第 4 段階 43,110 70,500 55,500 169,110 

   ※介護保険法に基づく厚生労働大臣が定める基準によるものとします。その他厚生労働大臣が定

める基準により加算が生じます。 

※2 割の自己負担額について、合計額が一定の上限額を超えた場合には、超えた額が区市町村に

申請により払い戻される仕組み（高額介護サービス費）があります。 

※介護職員等処遇改善加算(Ⅰ） 月額の総単位数に 14.0％を掛けたものに地域区分割合を掛け、 

     そこから 8 割を差し引いた金額をいただきます。 

 
   

（１）基本料金（3 割負担）  

   介護報酬による 3 割負担分の金額及び居住費、食費 

   （居住費、食費に関しては負担限度額の認定を受けている場合には認定証に記載されている負

担限度額とします。）     (1 ヶ月=30 日あたりの金額／円) 

要介護度 所得段階 
介護保険 

3 割負担 
居住費 食費 合計 

要介護度５ 第 4 段階 92,160 70,500 55,500 218,160 

要介護度４ 第 4 段階 85,500 70,500 55,500 211,500 

要介護度３ 第 4 段階 78,660 70,500 55,500 204,660 

要介護度２ 第 4 段階 71,400 70,500 55,500 197,400 

要介護度１ 第 4 段階 64,650 70,500 55,500 190,650 

   ※介護保険法に基づく厚生労働大臣が定める基準によるものとします。その他厚生労働大臣が定

める基準により加算が生じます。 

※3 割の自己負担額について、合計額が一定の上限額を超えた場合には、超えた額が区市町村に

申請により払い戻される仕組み（高額介護サービス費）があります。 

※介護職員等処遇改善加算(Ⅰ） 月額の総単位数に 14.0％を掛けたものに地域区分割合を掛け、 

     そこから 7 割を差し引いた金額をいただきます。    

上記金額以外に事業体制が整備されている場合は下記の項目が加算されること 

となります。 

 

 



 

＊  看護体制加算(Ⅰ) 

常勤の看護師を 1名以上配置しています。 

適用時 1日あたり￥5.-の加算となります。 (1 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥9.-の加算となります。 (2 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥13.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

      ＊ 看護体制加算(Ⅱ) 

常勤の看護師を基準より 1 名以上配置しています。また看護職員と 24

時間の連絡体制を確保しています。 

適用時 1日あたり￥9.-の加算となります。 (1 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥17.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥26.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

       ＊ 夜勤職員配置加算(Ⅰ) 

        夜勤を行う職員を基準より 1名以上配置しています。 

適用時 1日あたり￥14.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥28.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥42.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 夜勤職員配置加算(Ⅲ) 

        夜勤を行う職員を基準より 1名以上配置しています。その中に喀痰吸引

などの実施ができる介護職員を配置しています。 

適用時 1日あたり￥17.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥34.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥51.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 80％以上または勤続

10 年以上の介護福祉士の占める割合が 35％以上となっています。 

適用時 1日あたり￥24.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥47.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥71.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊  サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 60％以上となってい

ます。 

適用時 1日あたり￥20.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥39.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥58.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊  サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 60％以上または利用

定員・人員基準に適合し、かつ看護・介護職員の総数のうち、常勤職員

の占める割合が 75％以上となっています。 

適用時 1日あたり￥7.-の加算となります。 (1 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥13.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥20.-の加算となります。(3 割負担の場合) 



 

＊ 日常生活継続支援加算 

新規入所利用者の要介護状態区分が要介護 4若しくは要介護 5の占める

割合が 70％以上、新規入所利用者の日常生活に支障をきたすおそれのあ

る症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の

利用者の占める割合が 65％以上、新規入所利用者の喀痰吸引や経管栄養

などを必要とする利用者の占める割合が 15％以上となっています。この

うち、1 つの内容が適用となった場合、適用時 1 日あたり￥39.-の加算

となります。(1 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥77.-の加算となります。 (2 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥116.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

 

＊ 精神科療養指導加算 

        認知症である利用者が全利用者数の 3分の 1を占める場合、精神科を担 

当する配置医師による定期的な療養指導を月に 2回以上行います。 

適用時１日あたり￥6.-の加算となります。 (1 割負担の場合) 

適用時１日あたり￥11.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１日あたり￥16.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 

施設のすべての利用者に係るデータを横断的に厚生労働省に提出し、フ

ィードバックを受け、それに基づき施設の特性やケアの在り方などを検

証し、利用者のケアプランや計画への反映や見直し、施設のＰＤＣＡサ

イクルの推進、ケアの質の向上を図ります。 

適用時１ヶ月あたり￥43.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥86.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥129.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）の要件を満たし、加えて疾病の状況など

を厚生労働省に提出します。 

適用時１ヶ月あたり￥54.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥107.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥161.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 協力医療機関連携推進加算(Ⅰ) 

協力医療機関が、利用者の病状が急変した場合などに、医師または看護

職員が相談対応を行う体制や診療の求めがあった場合に診療を行う体

制を常時確保しています。利用者の病状が急変した場合などに、入院を

要すると認められた利用者の入院を原則として受け入れる体制を確保

しています。施設と協力医療機関との間で、利用者の病歴などの情報を

共有する会議を定期的に開催します。 

適用時１ヶ月あたり￥107.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥214.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥321.-の加算となります。(3 割負担の場合) 
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＊ 協力医療機関連携推進加算(Ⅱ) 

施設と協力医療機関との間で、利用者の病歴などの情報を共有する会議

を定期的に開催します。 

適用時１ヶ月あたり￥6.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥11.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥16.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 

感染症法第 6 条第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、

新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保し、協力医療機関などと

の間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決め

るとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応し

ます。医療機関または地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関す

る研修または訓練に１年に１回以上参加します。 

適用時１ヶ月あたり￥11.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥22.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥32.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 

診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、

3 年に 1 回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御などに係る実

地指導を受けています。 

適用時１ヶ月あたり￥6.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥11.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥16.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上

で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行います。 

見守り機器などのテクノロジーを複数導入し、職員間の適切な役割分担

の取り組みを行います。1 年以内ごとに 1 回、業務改善の取組による効

果を示すデータを提供し、ケアの質が確保された上で、職員の業務負担

の軽減したことが確認されています。 

適用時１ヶ月あたり￥107.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥214.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥321.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上

で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行います。 

見守り機器などのテクノロジーを 1 つ以上導入します。1 年以内ごとに

1回、業務改善の取組による効果を示すデータを提供します。 

適用時１ヶ月あたり￥11.-の加算となります。(1 割負担の場合) 



 

適用時１ヶ月あたり￥22.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥32.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

 

下記に該当された場合は随時基本サービス料金に加算されることとなります。 

＊  初期加算 

               入所後 30 日間は、￥32.-の加算となります。 (1 割負担の場合) 

適用時１日あたり￥64.-の加算となります。 (2 割負担の場合) 

適用時１日あたり￥96.-の加算となります。 (3 割負担の場合) 

同様に、退院・外泊後（入院・外泊期間が 30 日を超えた場合のみ）も 

上記の加算算定となります。 

 

＊ 安全対策体制加算 

        事故発生防止のための指針の整備、事故が発生した場合等における報告 

と、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制の整備、事故 

発生防止のための委員会及び従業員に対する研修の定期的な実施を、外 

部研修を受講した安全対策担当者が中心となって、適切に実施します。 

適用時入所時 1回のみ￥22.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時入所時 1回のみ￥43.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時入所時 1回のみ￥64.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊  若年性認知症入所者受入加算 

               初老期における認知症利用者の受入れを行います。適用期間は利用者の 

65 歳の誕生日の前前日までとします。 

適用時 1日あたり￥129.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥257.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥385.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 

入所前の医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での

生活が困難であり、緊急に入所にすることが適当であると判断した場合

の入所受入れをします。(入所した日から 7日間を限度) 

適用時 1日あたり￥214.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥428.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥641.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 認知症チームケア推進(Ⅰ) 

利用者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とす

る認知症の者の占める割合が 50%以上で、認知症介護の指導に係る専門

的な研修などを修了している職員  を１名以上配置し、認知症の行

動・心理症状に対応するチームを構築します。対象利用者に対し、個別

に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値

を測定し、認知症の行動・心理症状の予防などに資するチームケアを実

施し、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の



 

有無及び程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し

などを行います。 

適用時１ヶ月あたり￥161.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥321.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥481.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 認知症チームケア推進(Ⅱ) 

利用者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とす

る認知症の者の占める割合が 50%以上で、認知症の行動・心理症状に対

応するチームを構築します。対象利用者に対し、個別に認知症の行動・

心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、認知症

の行動・心理症状の予防などに資するチームケアを実施し、カンファレ

ンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度につ

いての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直しなどを行います。 

適用時１ヶ月あたり￥129.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥257.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥385.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 配置医師緊急対応加算 

  配置医師が事業者の求めに応じ、早朝・夜間または深夜、勤務時間外に

事業者を訪問し利用者の診療を行います。 

【早朝(6 時～8時)・夜間の場合(18 時～22 時)】 

適用時 1回あたり￥695.-の加算となります。 (1 割負担の場合) 

適用時 1回あたり￥1,389.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時 1回あたり￥2,083.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

【深夜の場合(22 時～6時)】 

適用時 1回あたり￥1,389.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時 1回あたり￥2,777.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時 1回あたり￥4,166.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

【勤務時間外の場合(上記以外の勤務外の時間帯)】 

適用時 1回あたり￥348.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時 1回あたり￥695.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時 1回あたり￥1,042.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 個別機能訓練加算(Ⅰ) 

機能訓練指導員を配置し、関連部署と協働して個別機能訓練計画の作成

を行い、計画に基づいた個別機能訓練を行います。 

適用時 1日あたり￥13.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥26.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥39.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 

個別機能訓練計画の内容などの情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の

実施に当たって当該情報その他の機能訓練の適切かつ有効な実施のた

めの情報活用を行います。 



 

適用時１ヶ月あたり￥22.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥43.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥64.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 個別機能訓練加算(Ⅲ) 

個別機能訓練計画の内容などの情報を厚生労働省に提出するとともに、

口腔の健康状態、栄養状態に関する情報を関係職種間で相互に共有し、 

機能訓練の適切かつ有効な実施のための情報活用を行います。 

適用時１ヶ月あたり￥22.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥43.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥64.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 

外部のリハビリテーション専門職などと連携し関連部署と協働して、助

言を受ける体制を構築し、助言を受けたうえで、生活機能の向上を目的

とした個別機能訓練計画の作成を行い、ICT などを活用した動画などに

より、利用者の状態を把握し、生活機能向上を図ります。 

適用時１ヶ月あたり￥107.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥214.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥321.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 

外部のリハビリテーション専門職などと連携し関連部署と協働して、助

言を受ける体制を構築し、助言を受けたうえで、生活機能の向上を目的

とした個別機能訓練計画の作成を行い、訪問して生活機能向上を図りま

す。 

適用時１ヶ月あたり￥214.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥428.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥641.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 排せつ支援加算（Ⅰ） 

  排泄に介護を要する利用者のうち、要介護状態の軽減の見込みについて、

配置医師、または適宜医師と連携した看護職員が評価し、その評価結果

などを厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たっての情報を活用します。

多職種が排泄に介護を要する原因を分析し、支援計画を作成し実施しま

す。 

適用時１ヶ月あたり￥11.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥22.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥32.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 排せつ支援加算（Ⅱ） 

  排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たし、排泄に介護を要する利用者

のうち、要介護状態の軽減の見込まれる利用者について、入所時などと

比較して、排尿・排便の状態が少なくとも一方が改善するとともに、い

ずれにも悪化がないまたはオムツの使用がなくなった場合。 

適用時１ヶ月あたり￥16.-の加算となります。(1 割負担の場合) 



 

適用時１ヶ月あたり￥32.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥48.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 排せつ支援加算（Ⅲ） 

  排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たし、排泄に介護を要する利用者 

のうち、要介護状態の軽減の見込まれる利用者について、入所時などと 

比較して、排尿・排便の状態が少なくとも一方が改善するとともに、い 

ずれにも悪化がないかつオムツの使用がなくなった場合。 

適用時１ヶ月あたり￥22.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥43.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥64.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 栄養マネジメント強化加算 

管理栄養士を 1名以上配置し、関連部署と協働して利用者の摂食・嚥下 

機能及び食形態に配慮した栄養ケア計画を作成し、利用者の栄養管理を

行うとともに食事の観察を週 3回以上実施し、栄養状態や嗜好などを踏

まえた食事の調整を実施します。利用者ごとの栄養状態などの情報を厚

生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、必要な情報を

活用します。 

適用時 1日あたり￥12.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥24.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥36.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

           ＊  経口移行加算 

               経管栄養から経口による食事の摂取が可能と配置医師が判断した場合 

        は、関連部署と協働して管理栄養士が経口移行計画を作成します。そし 

        てその計画に基づき栄養管理を実施します。（原則として 180 日以内） 

適用時１日あたり￥30.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時１日あたり￥60.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１日あたり￥90.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 経口維持加算(Ⅰ) 

経口で食事を行っているが、摂食機能障害があり誤嚥が認められる利用

者に対して、配置医師または歯科医師の指示に基づき、関連部署と協働

して利用者の栄養管理をするための食事の観察及び会議などを行い、経

口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成しま

す。そしてその計画に基づき栄養管理を実施します。 

適用時１ヶ月あたり￥428.-の加算となります。  (1 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥855.-の加算となります。  (2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥1,282.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 経口維持加算(Ⅱ) 

利用者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察

及び会議などに、配置医師、歯科医師、歯科衛生士を加えて実施します。 

適用時１ヶ月あたり￥107.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥214.-の加算となります。(2 割負担の場合) 



 

適用時１ヶ月あたり￥321.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 低栄養リスク改善加算 

低栄養リスクの高い新規利用者または入院などから退院された利用者 

に対して、多職種が協働して低栄養状態を改善するための計画を作成し、 

この計画に基づき、定期的に食事の観察を行い、当該入所者ごとの栄養 

状態、嗜好などを踏まえた栄養・食事調整などを行います。（原則とし

て 180 日以内） 

適用時１ヶ月あたり￥321.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥641.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥962.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 再入所時栄養連携加算 

利用者が医療機関に入院し、経管栄養または嚥下調整食の新規導入など、

施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合について、事

業者の管理栄養士が当該医療機関の管理栄養士と連携して、退院後の栄

養管理に関する調整を行います。 

適用時１回あたり￥428.-の加算となります。  (1 割負担の場合) 

適用時 1回あたり￥855.-の加算となります。  (2 割負担の場合) 

適用時 1回あたり￥1,282.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 療養食加算 

配置医師の指示により下記の疾病の療養食を提供します。 

適用時 1日あたり￥20.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥39.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥77.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

上記金額は、1 日 3食提供した場合となります。 

療養食…配置医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量 

及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、 

貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検 

査食 

＊ 口腔衛生管理加算(Ⅰ) 

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、口腔ケアを月 2回以上行います。

適用時１ヶ月あたり￥97.-の加算となります。 (1 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥193.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥289.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 口腔衛生管理加算(Ⅱ) 

口腔衛生管理加算（Ⅰ）の算定要件を満たし、口腔衛生などの管理に係

る計画の内容などの情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生などの管理の

適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用します。 

適用時１ヶ月あたり￥118.-の加算となります。 (1 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥235.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥353.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 



 

利用者の褥瘡発生と関連するリスクについて、多職種で協働し計画を作

成し、褥瘡管理を実施するとともに、その内容を記録し定期的な評価と

見直しを行います。その結果を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に

当たっての情報などを活用します。 

適用時１ヶ月あたり￥4.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥7.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥10.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の要件を満たし、施設入所時などの評価の結

果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた利用者の褥瘡発生が見られな

い場合。 

適用時１ヶ月あたり￥14.-の加算となります。(1 割負担の場合)適用時

１ヶ月あたり￥28.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥42.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 自立支援促進加算 

利用者の自立支援のために、医師が特に必要な医学的評価を入所時に行

うとともに、定期的に評価を見直し、自立支援に係る支援計画などの策

定に参加します。医学的評価の結果を厚生労働省に提出し、自立支援促

進の適切かつ有効な情報を活用します。 

適用時１ヶ月あたり￥299.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥598.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥897.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 入院・外泊時などの料金の算定について 

入所期間中に入院、または自宅などへ外泊した場合などの取り扱いにつ

いては、入院または外泊の期間の初日及び最終日を含まない 6日間に限

り 1日につき、￥263.-の自己負担額となります。(1 割負担の場合) 

適用時１日あたり￥526.-の加算となります。  (2 割負担の場合) 

適用時１日あたり￥789.-の加算となります。  (3 割負担の場合) 

ただし、月をまたがる場合は、最大で 12 日間まで算定可となります。 

      ＊ 外泊時在宅サービス利用加算 

利用者の居宅における外泊を認め、１ヶ月に 6日を限度として基本サー

ビス料金に代わり、外泊時に事業者により提供される在宅サービスを利

用することができます。 

適用時１日あたり￥598.-の自己負担額となります。 (1 割負担の場合) 

適用時１日あたり￥1,196.-の自己負担額となります。(2 割負担の場合) 

適用時１日あたり￥1,794.-の自己負担額となります。(3 割負担の場合) 

その場合、入院・外泊時などによる不在時の居室確保料金の算定は行い

ません。 

＊ 特別通院送迎加算 

透析を要する利用者であって、やむを得ない事情がある方に対して、1

月に 12 回以上、通院のため送迎を行います。 



 

適用時１ヶ月あたり￥635.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥1,269.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月あたり￥1,903.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 新興感染症等施設療養費 

利用者が、別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、

診療、入院調整などを行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染

した利用者に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービ

スを行います。1 月に 1回、連続する 5日を限度として算定。 

適用時１日あたり￥257.-の自己負担額となります。 (1 割負担の場合) 

適用時１日あたり￥513.-の自己負担額となります。(2 割負担の場合) 

適用時１日あたり￥769.-の自己負担額となります。(3 割負担の場合) 

＊ 退所時情報提供加算 

医療機関へ退所する利用者について、退所後の医療機関に対して利用者

を紹介する際、利用者の同意を得て、当該利用者の心身の状況、生活歴

などを示す情報を提供します。利用者 1人につき 1回に限り算定。 

適用時１回あたり￥267.-の自己負担額となります。 (1 割負担の場合) 

適用時１回あたり￥534.-の自己負担額となります。(2 割負担の場合) 

適用時１回あたり￥801.-の自己負担額となります。(3 割負担の場合) 

＊ 退所時栄養情報連携加算 

特別食を必要とする利用者または低栄養状態にあると医師が判断した 

利用者の栄養管理に関する情報を、管理栄養士が退所先の医療機関など

に提供します。 

適用時１ヶ月に 1回あたり￥75.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時１ヶ月に 1回あたり￥150.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時１ヶ月に 1回あたり￥225.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊  退所前訪問相談援助加算 

在宅復帰のための退所時に、退所後生活する居宅や他の社会福祉施設を

訪問し、相談援助や連絡調整、情報提供などを行います。 

適用時 1回あたり￥492.-の加算となります。  (1 割負担の場合) 

適用時 1回あたり￥983.-の加算となります。  (2 割負担の場合) 

適用時 1回あたり￥1,474.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊  退所後訪問相談援助加算 

在宅復帰のための退所後 30 日以内に、退所後生活する居宅や他の社会

福祉施設を訪問し、相談援助を行います。 

適用時 1回あたり￥492.-の加算となります。  (1 割負担の場合) 

適用時 1回あたり￥983.-の加算となります。  (2 割負担の場合) 

適用時 1回あたり￥1,474.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊  退所時相談援助加算 

在宅復帰のための退所時に、退所後生活するにあたり、退所後の居宅サ

ービスなどについて相談援助を行い、かつ介護状況を示す文書を添えて

情報提供などを行います。 



 

適用時 1回あたり￥428.-の加算となります。  (1 割負担の場合) 

適用時 1回あたり￥855.-の加算となります。  (2 割負担の場合) 

適用時 1回あたり￥1,282.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 退所前連携加算 

在宅復帰のための退所時に、退所に先立って利用を希望する指定居宅介

護支援事業所に対して介護状況を示す文書を添えて情報提供などを行

い、かつ退所後の居宅サービスなどの利用に関する連絡調整を行います。 

適用時 1回あたり￥534.-の加算となります。 (1 割負担の場合) 

適用時 1回あたり￥1,068.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時 1回あたり￥1,602.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 看取り介護加算(Ⅰ) 

配置医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みが

ないと診断し、利用者及び身元引受人または成年後見人(近親者など)か

らの希望があり、配置医師や関連部署が協働で作成した看取り介護同意

書や看取り介護計画書を説明し同意を得られた場合はその人らしさを

尊重した看取り介護を行います。（死亡前 45 日を限度） 

【死亡日 45 日前から 31 日前】 

適用時 1日あたり￥77.-の加算となります。 (1 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥154.-の加算となります。 (2 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥231.-の加算となります。 (3 割負担の場合) 

【死亡日 30 日前から 4日前】 

適用時 1日あたり￥154.-の加算となります。 (1 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥308.-の加算となります。 (2 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥462.-の加算となります。 (3 割負担の場合) 

【死亡日前前日から前日】 

適用時 1日あたり￥727.-の加算となります。 (1 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥1,453.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥2,179.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

【死亡日】 

適用時 1日あたり￥1,367.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥2,734.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥4,101.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

＊ 看取り介護加算(Ⅱ) 

配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じて 24 時間 

対応できる体制を確保しており、事業者内で実際看取った場合適用とな 

ります。 

【死亡日 45 日前から 31 日前】 

適用時 1日あたり￥77.-の加算となります。 (1 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥154.-の加算となります。 (2 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥231.-の加算となります。 (3 割負担の場合) 

【死亡日 30 日前から 4日前】 



 

適用時 1日あたり￥154.-の加算となります。 (1 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥308.-の加算となります。 (2 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥462.-の加算となります。 (3 割負担の場合) 

【死亡日前前日から前日】 

適用時 1日あたり￥833.-の加算となります。 (1 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥1,666.-の加算となります。(2 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥2,499.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

【死亡日】 

適用時 1日あたり￥1,688.-の加算となります。(1 割負担の場合) 

適用時 1日あたり￥3,375.-の加算となります。(2 割負担の場合)適用時

1日あたり￥5,063.-の加算となります。(3 割負担の場合) 

その際、在宅酸素吸入器などを使用した場合は、自費となります。 

利用者及び身元引受人または成年後見人(近親者など)からの希望があ 

った場合は、死亡後の処置(エンゼルケア)を行います。 

死亡後の処置(エンゼルケア)を行った場合、\20,000.-となります。 

事業所で用意した浴衣・白布・化粧品などを使用した場合、\2,000.-と 

なります。 

＊ 介護職員等処遇改善加算 (Ⅰ)  

介護職員の確保・定着につなげ、経験・技能のある介護職員に重点化し

つつ、その他の介護職員、その他の職種への処遇改善に向けた取り組み

を行います。 

適用時、月額の総単位数に 14％を掛けたものに地域区分割合を掛け、そ

こから 9割を差し引いた金額となります。(1 割負担の場合) 

適用時、月額の総単位数に 14％を掛けたものに地域区分割合を掛け、そ

こから 8 割を差し引いた金額となります。(2 割負担の場合)適用時、月

額の総単位数に 14％を掛けたものに地域区分割合を掛け、そこから 7割

を差し引いた金額となります。(3 割負担の場合) 

＊ 安全対策体制や高齢者虐待防止措置、身体的拘束廃止や栄養ケア・マネ

ジメントの体制が未実施、事業継続計画の未作成、人員配置が不足して

いた場合は単位が減算となる場合があります。 

＊ 介護保険適用時に 1日あたりの自己負担額は単位合算後の算出と多少の 

差が生じる場合があります。 

＊ 原則として、介護保険適用時は所得状況などに応じて 1割から 3割の負 

担となりますが、保険者からの給付制限がある場合は、保険者の指示に 

従うものとします。 

 

 

 

 

 

 



 

    （２）所定料金（介護保険法での基本サービスとは別に利用者が自己負担すること 

とされ、事業者と利用者の契約に基づくもの） 

①   居住費（室料及び光熱水費相当） 

利用料負担段階 
ユニット型個室の 

1 日あたりの負担限度額 

第１段階 ￥   880.- 

第２段階 ￥   880.- 

第３段階 ￥ 1,370.- 

第４段階 ￥ 2,350.- 

 

＊ 入院・外泊時などの料金の算定について 

入所期間中に入院、または自宅などへ外泊した場合などの取り扱いにつ

いては入院または外泊の期間の初日及び最終日を含まない 6日間に限り、

1 日につき居住費（室料及び光熱水費相当）と同様の料金の負担となり

ます。ただし月をまたぐ場合は、最大で 12 日間まで算定可となります。 

＊ 入院・外泊時などによる不在時の居室確保料金の算定について 

入院または外泊などなどで不在の場合、利用者及び身元引受人または成 

年後見人(近親者など)の希望により、不在日より 3ヶ月間(入院または 

外泊期間の初日及び最終日を含まない 6日間、月をまたがる場合は、最

大で 12 日間を除いた期間)、所定の居住費料金を負担していただくこと 

で、居室の確保ができます。 

上記の外泊時費用以外に、外泊時加算適用期間につきまして、介護保険

限度額認定証の日額居住費（第１段階、第２段階は880円、第３段階1,370

円）、第４段階 2,350 円）を請求させていただきます。また、外泊時加

算適用期間が終了した翌日から、どの段階の方につきましても、ユニッ

ト型個室標準負担額の 2,066 円を請求させていただきます。ただし、利

用料負担段階が 1段階の利用者には適用しないこととします。 

＊ 入院・外泊時などは、介護保険法に基づき、使用されていたベッドは指

定短期入所生活介護、指定介護予防短期入所介護の空床ベッドとなる場

合もあります。退院・帰園された時点で、ある期間、指定短期入所生活

介護、指定介護予防短期入所介護の空床ベッドを利用していただくこと

もありますので、予めご了承ください。居室確保料金を負担している期

間は、上記内容は適用されません。 

②    食費（食材料費及び調理費相当） 

利用料負担段階 １日あたりの負担限度額 

第１段階 ￥   300.- 

第２段階 ￥   390.- 

第３段階① ￥   650.- 

第３段階② ￥ 1,360.- 

第４段階 ￥ 1,950.- 



 

＊ 入院・外泊時の食費に関しては、朝・昼・夕食の 3食とも召し上がらな 

かった場合はかかりません。 

 

    （３）その他の料金（希望時） 

          ①  理美容料金                1 回   実費 

     ② 生活日用品料金          1 ヶ月  実費 

         ③  口座管理料金          1 ヶ月  ￥ 2,000.-(1 日 ￥67.-計算) 

          ④  テレビなど電気料金(１品につき) 1 ヶ月  ￥ 1,500.-(1 日 ￥50.-計算) 

          ⑤ 自動引き落とし手数料金     1 回   ￥ 500.- 

⑥ サービス記録及び書類再発行料金 1 件    ￥ 200.- 

     ⑦ 通信費             月額   ￥ 200.- 

⑧  エンゼルケア費         1 セット 実費 

⑨  その他  上記以外に、レクリエーションなどは実費負担になります。 

 

（４）負担額の軽減制度など 

居住費、食費の負担限度額認定や社会福祉法人による利用者負担軽減制度、

高額介護サービス費の支給、医療費控除の還付など、様々な負担額の軽減制

度があります。生活相談員までご相談ください。退所の手続き 

（５）利用者の都合で退所される場合 

退所を希望する日の 30 日前までにお申し出ください。在宅復帰するための退

所時などの相談援助は介護保険法に基づき、別途費用が掛かります。 

 

（６）自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了します。 

＊ 利用者が他の介護保険施設に入所した場合 

＊ 利用者が死亡した場合 

＊ 利用者及び身元引受人または成年後見人(近親者など)が契約を締結しな

かった場合 

＊ 利用者が要介護認定の更新で要介護状態区分などが非該当(自立)または

要支援 1,2 と認定された場合 

＊ 平成27年 4月 1日以降に入所した利用者が要介護認定の更新で要介護状

態区分などが要介護 1,2 と認定され、特例入所の要件に該当しない場合 

 

（７）その他 

下記の場合は、契約を終了し退所していただく場合があります。 

＊ 利用者のサービス利用料金の支払が正当な理由なく 1 ヶ月以上遅延し、 

料金を支払うよう催告したにもかかわらず 7日以内に支払われない場合 

＊ 利用者が病院または診療所に入院し、明らかに 3ヶ月以内に退院できる

見込みがない場合、または入院後 3ヶ月経過しても退院できないことが

明らかになった場合、入院または外泊などで不在の場合において利用者

及び身元引受人または成年後見人(近親者など)が居室の確保を希望し



 

なかった場合 

＊ 利用者及び身元引受人または成年後見人(近親者など)が、事業者や従業

者または他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を

行った場合 

           ＊  やむを得ない事情により事業者が閉鎖または縮小する場合 

 

  （８）所持品の返却 

所持品は退所時に身元引受人または成年後見人(近親者など)が速やかにお 

引き取りください。身元引受人または成年後見人(近親者など)からの希望 

があった場合は、事業者が処分を代行します。別途費用が掛かります。 

 

１． 事業者のサービスの特徴など 

（１）運営方針 

事業者は施設サービス計画に基づき、可能な限り居宅における生活への復帰

を念頭において、食事、入浴、排泄などの介護、相談及び援助、社会生活上

の介護、健康管理及び療養上の介護、日常生活継続支援、サービス提供体制

の強化、看護体制の確保、喀痰吸引などの実施ができる夜勤職員の配置、個 

別機能訓練や生活機能向上のための連携、若年性認知症利用者の受入れ、 

退所時などの相談援助、栄養マネジメント（経口摂取への移行・維持、療

養食の提供、低栄養リスクの改善）、口腔衛生の管理体制整備、口腔機能の

維持管理、看取り介護、認知症行動・心理病状の緊急対応、身体拘束廃止

に向けた取り組みとその適正化、緊急時などの対応、事故発生または再発

の防止、災害時での地域との連携強化、介護職員などの処遇改善を行うこ

とにより、利用者がその有する機能に応じ自立した日常生活を営むことが

できるようにすることを目指します。 

 

    （２）サービスの利用のために実施している事項 

      ＊ 感染症や災害が発生した場合の業務継続計画の策定 

＊  高齢者虐待の防止や早期発見に向けた事業者の従業者への研修 

の実施及び同性介護の推進 

＊  介護事故に対する安全管理に向けた取り組み、委員会の設置 

＊  身体拘束の適正化に向けた指針の作成、委員会の設置、事業者の従業者

への研修 

＊ 無資格の直接処遇を行う職員に向けた認知症介護基礎研修への参加の

推進 

＊ 利用者の病状の変化などの緊急時において、配置医師との連携を図り、 

具体的な対応方法の作成と見直し 

＊ 褥瘡予防に向けた取り組み、委員会の設置と研修会の実施 

＊  感染症予防に向けた取り組み、委員会の設置と研修会の実施 

＊  看取り介護に向けた教育の取り組み及び指針の見直し 

＊  介護職員による口腔内の喀痰吸引など、医療安全行為に向けた取り組み 



 

＊  福祉サービス第三者評価の定期的な受審とその結果の情報開示 

＊  各サービスマニュアルの作成、見直し 

＊  障害者の雇用確保や労働環境の整備、社会参加や自立支援の推進 

＊  職場におけるハラスメントの防止のための体制の整備と相談窓口の設

置とその周知 

 

（３）事業者利用にあたっての重要事項 

＊  面会          原則として 9：00～18：00 

＊  外出・外泊             原則として申請を 1日前にしていただけれ 

               ばいつでも可能です。 

＊  飲酒・喫煙              決められた時間・場所で可能です。 

               受動喫煙防止の観点から館内は禁煙です。 

＊  金銭・貴重品の管理    預り金以外の金銭・貴重品の管理は、原則、 

自己責任となります。紛失などの事象が発

生した場合、事業者は責任を負いかねます。 

＊  事業者外での受診        生活相談員までご相談ください。 

 

  （４）事業者利用にあたっての禁止事項 

＊  けんか、口論、泥酔など他人に迷惑をかけること。 

＊  政治活動、宗教、習慣などにより、自己の利益のために他人の事由を 

侵害したり他人を排撃したりすること。 

＊  指定した場所以外で火気を用いること。 

＊  事業者の秩序、風紀を乱し、また安全衛生を害すること。 

＊  故意または無断で、事業者若しくは備品に損害を与え、またはこれらを 

事業者以外に持ち出すこと。 

 

２． 緊急時の対処方法 

＊  利用者は、身体の状況の急激な変化などで緊急に事業者の対応を必要と 

 する状態になったときは、昼夜を問わず 24 時間いつでもナースコール 

などで事業者の対応を求めることができます。 

＊  事業者は、ナースコールなどで利用者から緊急の要請があったときは、

速やかに適切な対応を行います。 

＊  事業者は、利用者の容体の変化などの緊急時において、配置医師との

連携を図るとともに対応方法を定め、必要な処置を講ずるほか、予め

届けられた身元引受人または成年後見人(近親者など)に速やかに連絡

します。 

＊  事業者は、利用者及び身元引受人または成年後見人(近親者など)から、

予め看取り介護などの希望が確認できている場合は、その意向に沿う

対応とします。 

 

 



 

＊  協力医療機関一覧 

配 置 医 師 

(産 業 医兼 務) 
医療法人 新都市医療研究会「君津」会 南大和クリニック 

協力病院 医療法人 新都市医療研究会「君津」会 南大和病院 

歯    科 医療法人社団 喜珠会 アイ・デンタル・オフィス 

 

３． 非常災害対策 

           ＊  非常災害時の対応   

事業者は、BCP 計画(事業継続計画)に基づき、非常災害時の関係機関へ 

の通報及び連携体制並びに地域との連携を整備します。非常災害時など 

は災害用伝言ダイヤルを使用し、身元引受人または成年後見人(近親者 

など)に利用者の安否などの情報を提供します。 

事業者が災害などで施設機能を損ない、利用者を緊急避難する場合など 

は、身元引受人または成年後見人(近親者など)に、速やかに事業者にお 

越しいただく場合があります。 

           ＊  防火設備 

スプリンクラーや自動通報装置など、消防法に基づく設備を設置してい 

ます。 

           ＊  防災訓練・避難訓練・救出訓練など 

        防災計画に基づき、月に 1回実施します。 

           ＊  防火管理者  施設長 

 

４.   事故発生時の対処方法 

＊  事業者は、事業者内で起きた事故などによって、利用者の容体の変化な 

どあった場合は、配置医師に連絡するなど必要な処置を講ずるほか、 

予め届けられた身元引受人または成年後見人(近親者など)の連絡先に 

速やかに連絡するとともに事故の状況及び事故に際してとった処理に 

ついて記録します。 

      ＊  事業者は、事業者内で起きた事故などに関して、専任の担当者を置き、

事故発生を防止するための安全対策を講じるとともに、身元引受人また

は成年後見人(近親者など)にその状況や再発防止策を説明するととも

に管轄保険者に報告します。 

＊ 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財 

産に損害を及ぼした場合は、利用者及び身元引受人または成年後見人

(近親者など)に対して、その損害を保険の範囲で賠償します。 

＊ 利用者が、他の利用者または事業者及び従業者に対して、生命・身体及 

び精神・財産に損害を及ぼした場合は、利用者及び身元引受人または成 

年後見人(近親者など)がその損害を賠償します。損害賠償責任の範囲に

ついては、具体的な事象発生時に別途協議し、双方誠意をもって対応す

ることとします。 



 

 

５．  サービス内容の評価 

＊  事業者は、事業者の提供するサービス内容について、利用者及び身元引 

受人または成年後見人(近親者など)に定期的に聞き取りを行い、サービ 

ス内容の評価を行います。 

＊ 事業者は、福祉サービス第三者評価制度を活用し、第三者の視点から事 

業者の提供するサービス内容を評価する審査を定期的に受審し、その評 

価結果を開示します。 

＊ 受審評価機関   ：株式会社フィールズ 

  認証評価機関番号 ：機構 09-193 

  訪問調査日    ：令和 5年 10 月 26 日評価結果の開示状況：ファミ 

リーマイホーム 1階事務室受付にて開示 

 

６.   サービス内容に関する相談・苦情 

（１） 施設における利用者の相談・苦情担当 

苦情受付責任者  生活相談員 電話番号 045－304－1181 

          苦情解決責任者 施 設 長    

 

（２）   相談・苦情対応の手順と役割 

苦情受付責任者 

＊ 利用者及び身元引受人または成年後見人(近親者など)からの相談・苦情

の受付 

＊ 相談・苦情内容の調査と確認 

＊ 苦情解決責任者への報告 

＊ 苦情解決に向けての事業者内協議 

＊ 苦情解決の事務処理(記録と行政報告) 

苦情解決責任者 

＊ 利用者及び身元引受人または成年後見人(近親者など)からの相談・苦情

内容の把握 

＊ 事業者内苦情解決委員による調査結果に基づく、解決へ向けての話し合

いの設定 

＊ 関係機関への報告と協議 

＊ 第三者委員への相談、改善状況の報告 

＊ 行政機関への解決の斡旋依頼 

＊ 関係会議、理事会、評議員会への報告 

 

（３） 事業者以外に、管轄保険者及び東京都国民健康保険団体連合会でも相談・ 

    苦情を受付けています。 

＊ 横浜市 高齢者福祉課   電話番号 045-671-3923 

＊ 神奈川県国民健康保険団体連合会  

受付時間 平日 9:00～17:00   電話番号 0570-022-110 



 

 

７．  社会福祉法人 清心福祉会の概要 

 名称・法人種別 社会福祉法人 清心福祉会 

 代表者役職・氏名 理事長 髙木 順一 

 本部所在地・電話番号 〒192-0012 東京都八王子市左入町 373 番地 1 

  電話番号 042－692－1121 

  Ｆ Ａ Ｘ 042－692－1152 

実施・運営している １. 通所介護事業所                  5 ヶ所 

      事業所 ２. 介護老人福祉施設                4 ヶ所 

  ３. 短期入所生活介護事業所          4 ヶ所 

  ４. 居宅介護支援事業所              2 ヶ所 

  ５. 地域包括支援センター            3 ヶ所 

  ６. 高齢者見守り相談窓口事業所      1 ヶ所 

                                    ７. 保育所                         23 ヶ所 

８. 保育所分園                      1 ヶ所

９. 学童保育所                      4 ヶ所 

 

８.  利用者負担料金表及び確認書 

（１）理美容料金(カット・カラーリングのみ) 

1 回  ￥実費.- となります。 

利用方法を下記より選択してください。 

      

  （２）生活日用品料金 1 ヶ月  ￥  実費.- 

     日常生活における日用品を事業者が用意します。 

       

（３）口座管理料金 1 ヶ月  ￥  2,000.-（1 日  \67.-計算） 

     事業者が利用者の口座を管理し、利用料などの出納・支払の代行を行います。 

      【預り金品管理依頼書】を利用者及び身元引受人または成年後見人(近親者な 

ど)に配布し、文書で同意を得ることとします。 

     利用者が入院・外泊などで事業者を不在にしている期間も料金はかかります。 

     3 ヶ月に 1 回程度、利用者及び身元引受人または成年後見人(近親者など)に 

     金銭出納簿を配布します。 

 

  （４）自動引き落とし手数料金  1 回  ￥ 500.- 

     利用者及び身元引受人または成年後見人(近親者など)から希望があった際は 

     当月の合計額及び医療費・調剤費などの支払の代行を行った金額を指定口座

から自動引き落としを行います。 

 

（５）テレビなど電気料金(1 品)  1 ヶ月  ￥  1500.-（1 日  \50.-計算） 

       電気コンセントに常時接続されている物品に限ります。 

     電動ベッド・エアマット・吸引機の電気料金はかかりません。 



 

 

   （６）クリーニング料金 

事業者内で洗濯・乾燥できる衣類の料金はかかりません。 

事業者内で洗濯できない衣類（ウールなど）は、専門のクリーニング業者で

の対応となります。料金はクリーニングの内容により異なりますが、実費負

担とします。 

   （７）レクリエーション料金 

         クラブや、外出行事に参加された際、その材料料金・参加料金などがかかる

場合があります。 

   （８）通信費 月額 200 円(回数の有無や限度に関わらず費用が掛かります) 

事業者が発行する請求書や領収書以外に発生する転送郵便や各同意書などの

返信郵送、利用者が事業者の電話回線やインターネット回線を利用する費用

となます。 

（９）サービス記録及び書類再発行料金   

1 通 ￥ 200.-(送料などは実費負担とします) 

＊ 作成後 2年間を経過した記録は交付することができません。 

書    類 備    考 

サ ー ビ ス 実 施 記 録  再発行はしません（複写のみ） 

請 求 書 再発行はしません（複写のみ） 

領収証・利用料など明細書 再発行はしません（複写のみ） 

 

９．お支払いについて 

① 事業者は、当月の合計額の請求書に明細を付して、翌月 12 日までに利用者及 

② び身元引受人(近親者など)に通知します。 

③ 利用者及び身元引受人または成年後見人(近親者など)は、 

□ 当月の料金の合計額を翌月 20 日までに、事業者の口座に振り込みます。 

(20 日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、金融機関の前営業日までに、 

振込名は利用者の氏名で振り込みます。) 

□ 当月の料金の合計額を翌月 20 日に、利用者及び身元引受人または成年後 

見人(近親者など)の指定した口座より引き落としてください。 

(20 日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、金融機関の翌営業日に、引き落

としてください。) 

□ 当月の料金の合計額を翌月 20 日までに、事業者に持参します。その際は、 

  別紙入金依頼書に必要事項を記入し、事業者と利用者及び身元引受人また 

は成年後見人(近親者など)の双方で保管します。 

＊ 事業者には釣銭の用意がないため、請求書に記載された金額を持参す 

ることとします。 

       ＊ 持参する時間は、面会時間 9：00～17：00 の間のみとします。 

④ 事業者は、利用者及び身元引受人または成年後見人(近親者など)から料金の支 

払いを受けた際は、領収証を発行します。領収証は、翌月の請求書を通知する 

際に同封します。ただし、請求書、領収証などの再発行はしません 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファミリーの介護 

利用者様と家族によりそい、笑顔があふれる介護 


